
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名 漁業近代化資金利子補給金補助金 

所 管 部 課 経済部水産振興室 （TEL ２３－５２２６（直通）） 

補 助 対 象 者  漁業生産組合等 

補 助 開 始 年 度  昭和４５年 

交 付 目 的 

漁業の振興を助長するため、漁業近代化資金融通法（昭和４４年法律第５２号）第２

条第３項に規定する漁業近代化資金を同２条第２項に規定する融資機関から借り受け

て事業を行った漁業者等に対し、予算の範囲内で交付する。 

補 助 金 額 と 

過 去 の補 助 実 績  

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年 度 実 績 H１９年 度 実 績 H２０年度予算額 

１３８ 千円
（  １３８）千円

９８ 千円
（   ９８）千円

９４ 千円 
（   ９４）千円 

６５ 千円
（   ６５）千円

補 助 事 業 の内 容  

漁業近代化資金の借入 

補助事業に係る経費 

補助事業の全体経費                          ６５ 千円 

内 補 助 対 象 経 費                           ６５ 千円 

補助対象経費の内訳 
当該年度に償還された利子の額 

（滞納により発生したものを除く。） 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

補助対象経費の額のうち利率１％に相当する額 

（利率が１％未満の場合は当該利率に相当する額） 

詳細については、利子補給金交付要綱に定めるところに

よる。 

限 度 額 無 

補 助 金の財源等  

市単独 一般財源 ■     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

間接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

漁業経営の安定に寄与できると考えている。 

 

 

 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

漁業経営の安定の寄与に必要な事業であるため、終期の設定は考えていない。 

 

 

 

その他参考事項  

(過去の見直しの経過等) 

 

 

 

 

 


